
４月18日付けでご依頼いたしました
「施設往診チーム」の設置については，ゼビュディの添付文書改訂
を受け，22日に依頼を取り消したところです。

本日は，高齢者施設等への往診体制について，
新たな取組方針を整理しましたので，取組方針とその経緯を
ご説明します，

また，医療機関の先生方には，次の事項を
お願いしたいと考えています。

１ 高齢者施設等の連携医療機関（嘱託医，当該施設等の
医師を含む）におかれては，施設等からの要請に基づく
往診・派遣等の実施

２ 「往診可能医療機関」への参加
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新型コロナウイルス感染症の第６波においては，
これまでに経験したことのない爆発的な感染拡大が続く中，
高齢者施設等において多数のクラスターが発生し，
高齢者であっても中等症・重症以外の方は，
自宅若しくは入所施設での療養をせざるを得ない事例が
多数発生しました。

そこで，このような状況に際し，施設療養者への
治療の開始・介入が遅れることがないよう，高齢者施設等における
医療支援体制の徹底・強化を図るため，厚生労働省から事務連絡が
発出されています。
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広島県においても，高齢者施設等におけるクラスターの発生件数は，
第６波では第４波・第５波を大きく上回りました。

このような状況の中，施設療養者が増加し，
沼隈病院様及び太田川病院様の
ご協力により，施設に対する治療支援が行われました。

令和４年１月から３月末までの実績は，訪問実日数40日，
中和抗体薬投与件数259件等となっています。
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また，第６波におけるクラスターは，全ての二次保健医療圏域で
発生しています。
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中和抗体薬「ゼビュディ」の高齢者施設への訪問投与における効果を
整理したグラフです。

左側は，中和抗体薬を訪問投与した「介入施設群」と，訪問日に８日以上
経過して等により投与検討の対象とならなかった「非介入施設群」の
転帰の割合を比較したグラフです。

中等症Ⅱ以上，重症以上，死亡のいずれの場合でも，中和抗体薬を
訪問投与した「介入施設群」で転帰の割合が減少しています。

右側は，中和抗体薬投与時の，発症からの日数を，「３日以内」と
「４日以上」で比較したグラフです。

中等症Ⅱ以上，重症以上，死亡のいずれの場合でも，早期投与により，
転帰の割合が減少しています。
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6

以上のことから，県内すべての圏域で，
治療支援が必要なクラスターが発生しており，
施設で療養されている方のうち，治療の対象となる方に対しては，
早期に治療をすることが重要となっています。

そこで，広島県では，高齢者施設等に対しては，
必要な場合に医師や看護師による往診等の医療を確保できる体制と

なっているよう確認を求めています。

また，医療機関の先生方には，次の取組へのご協力をお願いしておりました。

高齢者施設等の連携医療機関（嘱託医，当該施設等の医師を含む）
におかれては，施設等からの要請に基づく往診・派遣等の実施

そして，この取組でも，往診・派遣等の要請先が確保できていない
高齢者施設等へ対応するために，地域の医療機関の先生方の協力のもと，
各市郡地区医師会単位で，原則，ゼビュディのみの投与を目的とした
「施設往診チーム（毎日３チーム以上）」の確保



しかしながら，ゼビュディについては，４月18日付けで添付文書が
記載のとおり改訂されました。

また，本県における４月10日時点のオミクロン株（B.1.1.529/BA.2系統）
推計割合は81％（国立感染症研究所提供）であり，
GWによる県外往来等により更に割合が高まることが予想されます。

このため，ゼビュディ投与を目的とした「施設往診チーム」の確保に関する
依頼を取り消しいたしました。
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また，高齢者施設等に対して，今月行った調査では，
新型コロナ患者が発生した場合に，医師や看護師の往診・派遣を
要請できる協力医療機関を確保できていない施設等は，
回答のあった施設のうち約２５％あり，
この２５％の施設等に対して往診等の支援を行う必要がございます。
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以上のことから，高齢者施設等への治療支援体制を次のとおり
整理し直しました。

次の取組については，引き続きご協力をお願いしたいと考えています。

高齢者施設等の連携医療機関（嘱託医，当該施設等の医師を含む）
におかれては，施設等からの要請に基づく往診・派遣等の実施

そして，この取組で，往診・派遣等の要請先が
確保できていない高齢者施設等へ対応するため，
当初のゼビュディのみの投与を目的としたものではなく，
一般薬の処方を含む，医療全般を行っていただく「往診可能医療機関」を
あらかじめ募り，各地域毎にリストを作成しておき，連携医療機関が
確保できない高齢者施設等から，県に往診・派遣依頼があった場合，
リストに掲載のある医療機関に対応をお願いする仕組を
つくりたいと考えています。
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早期治療開始に向けて，高齢者施設等に対しては，
あらかじめ治療方針を策定するようお願いしています。
施設等には，4月25日から27日に研修会を開催し，
治療方針について説明し，5月18日までに提出を依頼したところです。

高齢者施設等が治療方針を策定するにあたり，
連携医療機関におかれては，施設等からの相談等を
受けていただくようお願いします。
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こちらは，先日ご依頼いたしました体制（施設往診チーム）と
今回ご依頼します体制（往診可能医療機関）の違いとなります。

今回の仕組では，医療機関として，通常の往診をお願いしたいと
考えています。

必要経費は，診療報酬での請求となります。県からの協力金の
お支払いはありません。
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こちらは，往診により解熱鎮痛剤を処方した場合と中和抗体薬を
処方した場合の診療報酬を掲載しておりますので，参考としてください。
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こちらは，県医師会，市郡地区医師会，病院協会にお願いする
事項となります。
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最後に情報提供となります。

４月22日付けでパキロビッドの処方可能医療機関が拡充されました。
これまで，病院及び有床診療所に限定されていましたが，無床診療所の
院外処方も行えることとなりました。
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